
別府大学学位規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学校教育法第１０４条及び学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条の

規定に基づき別府大学（以下「本学」という。）において授与する学位に関し必要な事項を定める。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、次のとおりとする。 

     文学部 学士（文学） 

食物栄養科学部 学士（栄養学） 

学士（食物バイオ学） 

国際経営学部  学士（経営学） 

看護学部    学士（看護学） 

文学研究科 修士（文学） 

       〃   博士（文学） 

食物栄養科学研究科 修士（栄養学） 

 （学位授与の条件） 

第３条 学士の学位は、本学学則に基づき、所定の課程を修め卒業した者に対し授与する。 

２ 修士及び博士の学位は、本学大学院学則に基づき、所定の単位を修得し、かつ、学位論文の審査

及び最終試験に合格した者に対し授与する。 

３ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院博士課程を修了しない者であっても学位論

文を提出して大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院博士課程を修了した者と同等以

上の学力を有することを確認された者にも授与する。 

（学位論文提出の資格） 

第４条 修士の学位論文を提出できる者は、修士課程（博士前期課程）に１年以上在学し、所定の授

業科目について必修・選択あわせて２０単位以上を修得しておかなければならない。 

２ 博士の学位論文を提出できるものは、博士後期課程に１年以上在学し、既に所定の単位を修得し

た者又は論文審査終了までに修得する見込みのある者とする。 

３ 第３条第３項の規定により博士の学位論文を提出できる者は、大学院博士課程を修了した者と同

等以上の学力を有する者とする。 

（学位論文の提出） 

第５条 修士の学位論文を提出しようとする者は、学位授与申請書（様式１）に、学位論文及び論文

の要旨を添えて所定の期日までに当該研究科長に提出するものとする。 

２ 前項による学位論文は、１篇とし、２通提出するものとする。ただし、参考として他の論文を添

付することができる。 

３ 博士の学位論文を提出しようとする者は、学位授与申請書（様式２）に、学位論文、論文の要旨

及び履歴書を添えて所定の期日までに当該研究科長に提出するものとする。 

４ 第３条第３項により博士の学位論文を提出しようとする者は、学位授与申請書（様式３）に学位

論文、論文の要旨及び履歴書のほか、学位論文審査手数料を添えて学長に提出するものとする。 

５ 前二項による学位論文は、１篇とし、３通提出するものとする。ただし、参考としての他の論文

を添付することができる。 

６ 学位論文審査手数料は、別表のとおりとする。ただし、一旦納入された学位論文審査手数料は返



還しない。 

（審査委員会） 

第６条 前条の規定により提出された学位論文を受理したときは、大学院委員長及び研究科長はそれ

ぞれ当該研究科委員会に審査を付託する。 

２ 研究科委員会は、審査に付せられた論文について指導教授を主査とし、別に副査を１名定め、当

該研究科委員会の議を経て主査、副査を含む審査委員会を設ける。 

３ 学位論文の審査に当たって必要のあるときは、当該研究科委員会の議を経て、当該研究科以外の

教員に副査を委嘱することができる。 

（審査の方法） 

第７条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 最終試験は、提出論文を中心として専攻分野について精深な学識と研究能力を確認するため口述

又は筆記によって行うものとする。 

３ 審査委員会は、審査のため必要と認めた場合には参考論文その他の審査資料を提出させることが

できる。 

４ 審査委員会は、第３条第２項に規定する者の学位論文の審査及び最終試験を、その学年末までに

終了しなければならない。 

（学力の確認） 

第８条 第３条第３項に規定する大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認

は、筆記試験又は口述試験により行うものとする。 

２ 本学博士課程に修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学したときから 

３年以内に論文提出による学位の審査を申請したときは、学力の確認を免除することができる。 

（審査の報告） 

第９条 審査委員会は、学位論文の審査結果及び最終試験の結果を研究科委員会に報告しなければな

らない。 

２ 研究科委員会は、前項の報告に基づき学位論文及び最終試験の合否を審議、決定して大学院委員

長及び学長に報告するものとする。 

３ 前項論文の合否決定をするには、当該研究科委員の３分の２以上が出席し、出席委員の３分の２

以上の同意を必要とする。 

（学位授与の決定） 

第１０条 学長は、学位を授与できると認めた者に対し、学士、修士又は博士の学位記を授与する。 

２ 審査の結果、学位記を授与できない者には、その旨を通知する。 

（学位授与の報告） 

第１１条 学長は、前条により博士の学位を授与したときは、博士学位簿に登録の上、当該学位を授与

した日から３月以内に学位授与報告を文部科学大臣に行うものとする。 

（博士論文の要旨等の公表） 

第１２条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から３月以内に、そ

の学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものと

する。 

（博士論文の公表） 

第１３条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士

の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される



前に既に公表したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本

学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公

表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するも

のとする。 

３ 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネッ

トの利用により行うものとする。 

４ 学位論文を公表する場合には、別府大学において審査を受けた学位論文であることを明記しなけ

ればならない。 

（学位名称の使用） 

第１４条 学位の授与を受けた者が、学位の名称を使用するときは、「別府大学」と付記するものとす

る。 

（学位の取消） 

第１５条 修士及び博士の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると

認められたときは、学長は大学院委員会の議を経て学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、そ

の旨を公表する。 

２ 修士及び博士の学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により当

該学位を取り消すことがある。 

３ 大学院委員会が前２項の議決をなすには、委員の３分の２以上が出席して、その出席委員の４分

の３以上の同意を必要とする。 

（学位記の様式） 

第１６条 学位記の様式は、様式４、様式５、様式６及び様式７のとおりとする。 

（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 



この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和 7年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

〈別表〉 

        事     項 学位論文審査手数料 

本学博士後期課程在学者及び本学博士後期課程に３年以上在学し、所定の

単位を修得、退学後３年未満の期間内に学位論文を提出する者 
免  除 

本学博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得、退学後３年を経

過した後学位論文を提出する者 
100,000円 

本学博士前期課程（修士課程）修了者及び本学部を卒業した後学位論文を

提出する者 
100,000円 

法人内専任教職員 100,000円 

上記以外の者 200,000円 

 

 

 

 

 


